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〔静岡県土地家屋調査士会研修規則〕 
 

 

平成１５年１１月２９日  制定，平成１６年 ４月 １日  施行 

平成１９年１２月 ８日  改正，施行 

平成２１年１２月 ５日  改正，施行 

平成２２年 ３月 ６日  改正，平成２２年 ４月 １日  施行 

平成２３年 ３月１１日  改正，施行 

平成２４年 ３月１０日  改正，施行 

平成２６年 ６月１４日  改正，施行 

平成３１年 ３月 ９日  改正，施行 

令和 ３年 ４月１７日  改正，施行 

 

 

〔静岡県土地家屋調査士会研修実施要領〕 
 

 

平成１５年１１月２９日  制定，平成１６年 ４月 １日  施行 

平成２１年１２月 ５日  改正，施行 

平成２３年 ３月１１日  改正，施行 

令和 元年 ９月２８日  改正，施行 
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静岡県土地家屋調査士会研修規則 

    

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は，静岡県土地家屋調査士会（以下

「本会」という。）が，静岡県土地家屋調査士会会員

（以下「会員」という。）等の資質の向上並びに業務

の改善進歩を図るために行う研修事業を，体系的か

つ効果的に実施するために必要な事項を定める。 

 

（研修の内容） 

第２条 本会は，前条の目的を達するため，次の事項

に関する研修（以下「本研修」という。）を行う。 

⑴ 土地家屋調査士業務及び関連業務に関する事

項 

⑵ 会員事務所の経営及び執務改善に関する事項 

⑶ 職業倫理及び土地家屋調査士制度に関する事

項 

 

（研修の実施） 

第３条 本研修は，単位制により実施する。 

２ 単位制の実施について必要な事項は，理事会の承

認を得て別に定める。 

３ 本研修は土地家屋調査士専門職能継続学習（以下

「土地家屋調査士ＣＰＤ」という。）の運用基準に沿

って実施する。 

 

（研修の種類） 

第４条 本研修の種類は，下記のとおりとする。 

⑴ 会員研修（一般研修・特別研修・支部研修） 
⑵ 新人研修（入会時研修・日本土地家屋調査士会

連合会新人研修・本会新人研修） 
⑶ 年次研修 
⑷ 役員等研修（役員・支部会員指導委員等研修） 
⑸ 補助者研修 

２ 前事項の研修の実施に必要な事項は理事会が別に

定める。 

 

（運営機関）  

第５条 この規則に基づく研修の実施機関は本会と

し，その運営は，研修の種類により別に定めのある

ものを除き，本会研修部が担当して行う。 

２ 研修部は，各支部の研修を担当する会員指導委員

と支部研修担当者会議を開催して，各支部における

研修事業との調整を図る。 

 

（講 師） 

第６条 各研修の講師及びその謝礼金は，研修の種類，

内容，日程等に応じ，理事会の承認を得て別に定め

る。 

 

（研修費用） 

第７条 本会が実施機関として行う研修に要する費

用は，この規則に特に定めのあるものを除き本会が

支出する。 

２ 本会は，支部が行う研修事業に対し，理事会の承

認を得て助成金を交付することができる。 

 

第２章 会 員 研 修 

 

（一般研修） 

第８条 会員を対象に，土地家屋調査士（以下「調査

士」という。）として必要な知識，技能等を修得す

るため，調査士の業務及び制度，関係法令，その他

一般教養等に関して実施する。 

２ 一般研修のうち特に必要と認めるものは，会長が

必修研修とすることができる。 
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（特別研修） 

第９条 受講希望会員を対象に，調査士業務ないし関

連業務についての専門的知識，技能等を修得するた

め必要に応じて開催する。 

２ 特別研修は，受講者に対して受講料の負担を求め

ることができる。 

 

（支部研修） 

第10条 支部は，支部会員を対象に第９条に準じた研

修を実施する。 

２ 研修には，研修内容によって会員の補助者の参加

を認めることができる。ただし会則第101条の規定

に基づき本会に届出のある補助者（以下「登録補助

者」という。）に限るものとする。 

  

第３章 新人研修 

 

（入会時研修） 

第11条 入会時において，調査士としての倫理，職責，

本会の会則等会員としての心得を習得するために

実施する。 

２ 入会時，境界鑑定講座受講申込をし，入会後に初

めて開催される境界鑑定講座を受講するものとする。 

 なお，都合により未修了の場合は，境界鑑定講座修

了証書を受領するまでを受講対象者とする。 

 

（日本土地家屋調査士会連合会新人研修） 

第12条 日本土地家屋調査士会連合会制定の土地家

屋調査士研修制度基本要綱（以下「要綱」という。）

並びに同新人研修実施要領（以下「要領」という。）

に基づき日本土地家屋調査士会連合会が実施する。 

２ 日本土地家屋調査士会連合会新人研修は，要綱第

５条第３項に定める者を受講対象者とする。 

なお，都合により参加できなかった場合，日本土

地家屋調査士会連合会新人研修に参加の上，修了証

書を受領するまでを受講対象者とする。 

３ 欠席者への対応は，静岡県土地家屋調査士会にお

ける日本土地家屋調査士会連合会会則第67条第２

項の指定する研修の欠席者に対する指導要領（以下

「欠席者に対する指導要領」という。）に定める。 
４ 日本土地家屋調査士会連合会新人研修における受

講料は，要領第18条の規定により受講者の負担とす

る。 

 

（本会新人研修） 

第13条 静岡県土地家屋調査士会新人研修委員会運営

規程に基づき新人研修委員会が実施する。 

２ 受講対象者は，入会後２回の本会新人研修会を受

講及び修了していない新入会員とする。 

 

第４章 年次研修 

（年次研修） 
第14条 要綱第４条に基づき日本土地家屋調査士会

連合会から委託を受け，土地家屋調査士年次研修実

施要領に基づき本会が実施する。調査士としての専

門家責任及び倫理の保持を図ることを目的として，

一定の年次ごとに受講する研修とする。 
２ 指定する期間内に未修了の会員への対応は，別に

定める欠席者に対する指導要領に定める。 

 
第５章 役員等研修 

 

（役員等研修） 

第15条 任期満了による役員改選後，新役員が円滑に

会の運営に参画するため，役員全員及び会長が必要

と認める会員の研修を総会の終了後２か月以内に

行う。 

２ 前項の研修は総務部が担当して行う。 
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第６章 補助者研修 

 

（補助者研修） 

第16条 新たに本会に届出がされた登録補助者を対

象とし，必要に応じて実施することができる。 

 

第７章 雑  則 

 

（規則の改廃） 

第17条 この規則の改廃は，理事会の決議を要する。 

 

 

附 則 

１ 平成15年11月29日制定，平成16年４月１日施行 

２ 平成19年12月８日改正，施行 

３ 平成21年12月５日改正，施行 

４ 平成22年３月６日改正，平成22年４月１日施行 

５ 平成23年３月11日改正，施行 

６ 平成24年３月10日改正，施行 

７ 平成26年６月14日改正，施行 

８ 平成31年３月９日改正，施行 

９ 令和３年４月17日改正，施行 
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静岡県土地家屋調査士会研修実施要領 
 

静岡県土地家屋調査士会（以下「本会」という。）

は，静岡県土地家屋調査士会研修規則（以下「規則」

という。）第３条第２項及び第４条第２項に基づき，研

修を実施するための要領を次に定める。 

 

第１ 総 則 

１ 研修は，単位制により実施する（規則第３条第

１項）ものとする。 

２ 研修の実施年度は，毎年４月１日に始まり翌年

３月31日に終わるものとする。 

３ この要領に定めるもののほか，研修を実施する

に必要な事項及び各年度における内容の細目は，

研修部が別に定めるものとする。 

 

第２ 単位制研修 

１ 単位制研修とは，研修の実効性と継続性を確保

するため，本会会員が一定の年限において一定の

単位が付与される研修をいう。 

２ 単位制研修における単位付与の対象となる研

修は，次に掲げるものとする。 

 ⑴ 連合会，ブロック協議会及び本会が主催し，

又はこれら相互間で共催する研修会若しく

は通信研修 

 ⑵ 前号以外で，会長が単位付与の対象とするこ

とを相当であると認定した支部研修会若しく

は通信研修 

３ 単位付与は，別に定める単位付与に関する運用

基準【別紙１】（以下「運用基準」という。）によ

り実施するものとする。 

４ 取得を要する単位は５年度で80ポイント以上，

１年度では８ポイント以上とし，そのうち，過半

数の単位取得は，前記２．⑴に定める研修会又は

通信研修への参加によるものとする。なお，年度

の中途に入会した会員に対しては，次年度よりこ

れを適用するものとする。 

５ 単位制研修における単位の付与は，運用基準に

基づき，会長がこれを行うものとする。 

６ 支部内で行う研修について単位制研修とする場

合は，支部長より実施計画書を添えて単位制研修

認定申請書（別紙第75号様式）を提出するものと

する。 

提出方法は郵送，FAX，E-mail等適宜の方法を

用いることができる。 

E-mailの場合は支部長印を省略することがで

きる。 

なお，支部研修会開催日の１週間前まで提出し

ない場合は単位制研修と認定しない。 

７ 前項の単位制研修認定申請書には土地家屋調査

士専門職能継続学習（以下「土地家屋調査士ＣＰ

Ｄ」という。）認定基準表別表コードを記載する

こと。 

 

第３ 研修記録等 

１ 本会は研修記録を年度ごとに調整し，管理する

ものとする。 

２ 本会は，前項の研修記録を調整するに際し，単

位制研修に関しては前記第２の２．⑴に定める研

修によって取得した単位と同第２の２．⑵に定め

る研修によって取得した単位とを区別して計算

集計するものとする。 

３ 本会は，土地家屋調査士ＣＰＤに基づき集計さ

れた研修記録のうち次の情報を年度ごとに５年

度分本会のホームページ等において公開できる

ものとする。 

  イ 会員名及び登録番号 

  ロ 年度ごとのポイント 

  ハ その他本会が相当と認めた事項 

４ 本会は，前項の公開情報に変更があったときは，
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遅滞なくこれを更新する。 

５ 本会は，会員からの申し出により土地家屋調査

士ＣＰＤ研修履歴証明書（以下「証明書」という。）

を発行することができる。 

６ 証明書及びその申請書の様式については，別紙

３，別紙４による。 

７ 証明書の発行に要する費用は，１通につき500

円とする。 

８ 本会は，証明書を発行したときは，その申請書

及び証明書の写しを各１部保管する。 

９ 申請書，証明書の写し及び会員研修記録の保存

期間は，研修会の実施年度から５年度が経過する

までとする。 

 

第４ その他 

１ 本会は自らが実施する研修会又は通信研修に

他の土地家屋調査士会に所属する会員（以下「他

会の会員」という。）が参加することを認めるこ

ととする。 

なお，この場合本会は，参加する他会の会員よ

り費用を徴収することができるものとする。 

２ 本会研修部は，会員研修の充実を図るため，研

修教材の作成並びに講師養成及び派遣を行うも

のとする。 

３ 研修会の講師は，土地家屋調査士，学識経験者

又は実務経験の豊富な者の中から，研修を実施す

る者が選任し，依頼するものとする。 

４ この要領に定める研修のうち前記第２の２．⑴

による研修会の講師の謝礼は，研修講師謝礼金支

給基準【別紙２】によるものとする。 

 

第５ 実施要領の改廃 

   この要領の改廃は，理事会の決議による。 

 

 

 

附 則 

１ 平成15年11月29日制定，平成16年４月１日施行 

２ 平成21年12月５日改正，施行 

３ 平成23年３月11日改正，施行 

４ 令和元年９月28日改正，施行 
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【別紙１】 

単位付与に関する運用基準 

第１ 単位の取扱い 

 １ 本会は，静岡県土地家屋調査士会研修実施要領

（以下「実施要領」という。）第２の２．による

通信研修を除く研修会を受講した会員に対して，

次により単位を付与する。 

⑴ 研修時間60分間につき１ポイントとし，最小

単位を30分間0.5ポイントとする 

⑵ 研修会に遅刻した会員及び研修会を中途退

席した会員に対しては受講時間により単位

を付与する 

⑶ 土地家屋調査士ＣＰＤ認定基準表を準用す

る 

 

 ２ 実施要領第２の２．通信研修とは，通信手段を

用いて会員に研修課題等を配布伝達する方法に

よって実施する研修とし本会は，会員がこれを実

施した者の指定する方法により当該研修を終え

た場合，実施要領第２の２．⑴については実施す

る者において，同⑵については本会において，前

項の取り扱いを基準として定めた単位をそれぞ

れ付与する。 

 

 ３ 本会は，実施要領第２の２．に定める単位付与

の対象となる研修会において講義形式による研

修の講師を務めた会員に対して，講義時間60分間

につき３ポイントを付与する。複数のテーマを設

定して行われる研修会について，これを受講する

会員に対してテーマごとに前記１．⑴の基準を適

用する。 

 

 ４ 本会は，実施要領第２の２．の研修を行うため，

その研修課題等の作成に従事した会員に対し，前

記２．により定めた単位と同一の単位を付与する

ことができる。 

第２ 単位付与の手続き 

 １ 実施要領第２の２．⑴により行う研修のうち，

次に掲げる研修に参加した会員の単位の付与に

ついては，当該会員の申請を要しないものとする。 

  ⑴ 本会が行う研修会又は通信研修 

  ⑵ 本会が連合会又はブロック協議会との共催に

より行う研修会又は通信研修 

 

２ 実施要領第２の２．⑴により行う研修のうち，

次に掲げる研修に参加した会員の単位の付与に

ついては，これを実施した者からの当該会員の所

属する土地家屋調査士会への報告によるものと

し，当該会員の申請を要しないものとする。 

⑴ 連合会若しくはブロック協議会が行う研修

会又は通信研修 

⑵ 他の土地家屋調査士会が行う研修会又は通

信研修 
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【別紙２】 

研修講師謝礼金支給基準 

第１（目 的） 

この基準は静岡県土地家屋調査士会研修規則（以

下「規則」という。）第４条に基づき本会が行う研

修（以下「研修」という。）に招請した講師に対す

る規則第６条に基づく謝礼金の支給に関し，その適

切な運営を図るため，必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

第２（講師の定義） 

この基準を適用する講師とは，研修を実施する者

の依頼を受けて，研修において特定のテーマに関す

る一定時間の講義を行う者を指す。 

 

第３（謝礼金の金額） 

 ⑴ 外部講師 金30万円以内 

 ⑵ 土地家屋調査士会員 金10万円以内 

 ⑶ その他 研修を実施する者の決定による 

 

第４（旅費の支給） 

講師の住所から研修会場までの往復の旅費は，実

費若しくは車代として，謝礼金とは別に支給する。

なお，車代として支給する場合，その金額は研修を

実施する者が決定する。 
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【別紙３】 
 

静岡県土地家屋調査士会 御中 
 

 

土地家屋調査士ＣＰＤ学習履歴証明申請書 

 

 
下記申請についての学習履歴証明書の発行を申請します。 
 

記 
 

申  請  日   年    月    日 

申 請 者 情 報 

土地家屋調査士登録番号：第      号 

氏 名：                            印 

事務所 

  〒 ： 
 
 

ＴＥＬ： 

証明の希望期間 年度 ~     年度 

提出先  

必要通数  

 
 
 ※ 申請書は下記へ提出願います。 

   静岡県土地家屋調査士会 事務局ＣＰＤ担当者 宛 

   〒４２２-８００６ 静岡市駿河区曲金六丁目１６番１０号 

   TEL０５４－２８２－０６００ FAX０５４－２８２－０６５０ 
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【別紙４】 

 

土地家屋調査士ＣＰＤ学習履歴証明書 

 

所属土地家屋調査士会名  静岡県土地家屋調査士会 
土地家屋調査士登録番号  第    号 
氏         名   

生 年 月 日       年   月   日生 

事 務 所   

証 明 期 間       年度 ～      年度 

 

上記の者に関する学習履歴を下記のとおり証明します。 

 

  年  月  日 

 

 

静岡県土地家屋調査士会長   印    

 

 

土地家屋調査士ＣＰＤの形態 種別 ポイント数 備   考 

１ 参加学習型 

 

 

 

２ 情報提供型 

 

 

３ 自己学習型 

 

４ その他 

ａ特別研修 

ｂ講習会等 

ｃ見学会 

ｄｅラーニング 

ｈ講師 

ｉ執筆 

ｋ社会貢献 

ｒ専門誌等購読 

ｓＤＶＤ等の視聴  

ｚ 

  

計    


